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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年12月6日(2018.12.6)

【公開番号】特開2017-80042(P2017-80042A)
【公開日】平成29年5月18日(2017.5.18)
【年通号数】公開・登録公報2017-018
【出願番号】特願2015-211166(P2015-211166)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３００Ｓ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３６０Ｂ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３００Ｇ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３００Ｊ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３００Ｘ

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月22日(2018.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に対しＸ線を照射するＸ線照射部と、
　前記被検体と前記Ｘ線照射部の間に設けられ、開口領域外のＸ線を遮蔽するＸ線遮蔽部
と、
　前記被検体を透過したＸ線を検出する第１の検出領域を有する第１のＸ線検出部と、
　前記第１の検出領域よりも小さい第２の検出領域を有する第２のＸ線検出部と、
　前記開口領域の位置に基づいて、前記第２のＸ線検出部を移動させる駆動部と、
　を具備することを特徴とするＸ線画像診断装置。
【請求項２】
　被検体に対しＸ線を照射するＸ線照射部と、
　前記被検体と前記Ｘ線照射部の間に設けられ、開口領域外のＸ線を減衰させるＸ線減衰
部と、
　前記被検体を透過したＸ線を検出する第１の検出領域を有する第１のＸ線検出部と、
　前記第１の検出領域よりも小さい第２の検出領域を有する第２のＸ線検出部と、
　前記開口領域の位置に基づいて、前記第２のＸ線検出部を移動させる駆動部と、
　を具備することを特徴とするＸ線画像診断装置。
【請求項３】
　前記第２のＸ線検出部は、前記第２の検出領域が前記第１の検出領域と重複するように
重ねて取り付けられることを特徴とする請求項１または２に記載のＸ線画像診断装置。
【請求項４】
　前記第２のＸ線検出部は、前記第１のＸ線検出部の内側に配置され、前記第１のＸ線検
出部と一体となって取り付けられることを特徴とする請求項１または２に記載のＸ線画像
診断装置。
【請求項５】
　前記第２のＸ線検出部は、前記第１のＸ線検出部とは別体に配置され、前記第１のＸ線
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検出部と独立して移動可能であることを特徴とする請求項１または２に記載のＸ線画像診
断装置。
【請求項６】
　前記駆動部は、前記開口領域が形成する前記被検体の照射領域の中心座標と前記第２の
検出領域の中心座標を一致させるよう前記第２のＸ線検出部を移動させることを特徴とす
る請求項１または２に記載のＸ線画像診断装置。
【請求項７】
　前記駆動部は、前記開口領域が形成する前記被検体の照射領域に対して前記第２のＸ線
検出部の移動距離が最短となるように、前記第２のＸ線検出部を移動させることを特徴と
する請求項１または２に記載のＸ線画像診断装置。
【請求項８】
　前記第２のＸ線検出部の移動は、オペレータからの入力に基づいて実行されることを特
徴とする請求項１または２に記載のＸ線画像診断装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するために、実施形態のＸ線画像診断装置は、被検体に対しＸ線を照射
するＸ線照射部と、前記被検体と前記Ｘ線照射部の間に設けられ、開口領域外のＸ線を遮
蔽するＸ線遮蔽部と、前記被検体を通過したＸ線を検出する第１の検出領域を有する第１
のＸ線検出部と、前記第１の検出領域よりも小さい第２の検出領域を有する第２のＸ線検
出部と、前記開口領域の位置に基づいて、前記第２のＸ線検出部を移動させる駆動部とを
具備することを特徴とする。
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